
鎌倉市在住の
⼩学4年⽣〜

中学3年⽣が対象

1⼈につき
8〜10万円分の
電⼦ポイント

利⽤期間は
2025/4/1〜
2026/3/31

募集対象となるプログラム

3/ 3 ⽉ 18:30〜19:30

事業者説明会について

活動内容

3/ 7 ⾦ 10:00〜11:00

『鎌倉市放課後エンパワーメント・プロジェクト』の
概要や、事業者登録にあたっての要件等について、ご
説明させていただきます。
説明会後には個別相談も⾏いますので、まずはこちら
の説明会にご参加ください！

お申込みはこちらから！
https://forms.gle/uVzv7b4hZynTuqk36

鎌倉市の⼦どもたちに
スポーツ、⽂化・芸術、⾃然体験等を
提供してくれる事業者を募集中！

鎌倉市の⼦どもたちに
スポーツ、⽂化・芸術、⾃然体験等を
提供してくれる事業者を募集中！

鎌倉市の経済困窮世帯の⼩・中学⽣を対象に、習い事・
体験活動等で利⽤できる電⼦ポイントを提供します。
⼦どもたちの「学びたい」という想いの⼒になりたい気
持ちを込めて、「鎌倉市放課後エンパワーメント・プロ
ジェクト」（通称：エンプロ）と名付けました。

鎌倉市の習い事・クラブの先⽣⽅へ

運営事務局

チャンス・フォー・チルドレンは
鎌倉市と『鎌倉市放課後エンパワ
ーメント・プロジェクト』に関す
る協定を締結しています。

公益社団法⼈チャンス・フォー・チルドレン
東京都墨⽥区錦⽷1丁⽬11-1�ノイエヤマザキ5階
E-mail：�kamakura@cfc.or.jp
URL：http://cfc.or.jp/

⽂化活動
伝統⽂化・⼯芸等

⾃然体験
キャンプ・野外活動等

スポーツ
野球・サッカー・⽔泳等

社会体験
職業体験等

次の（ア）または（イ）のいずれかに当てはまるプログラムが対象となります。
（ア）鎌倉市内※で提供されるサービス
（イ）鎌倉市の事業者が⾃ら運営・提供するサービス
※例外として、鎌倉市の隣接市区（藤沢市、逗⼦市、横浜市⼾塚区・栄区・⾦沢区）で提供されるサービスも可とします。

鎌倉生涯学習センター 第6会議室
神奈川県鎌倉市小町1-10-5
※JR鎌倉駅東口徒歩3分

芸術活動
⾳楽・絵画等



Step1

事業者説明会参加
フォーム（QRコード）
よりお申込みください

Step2

事業者登録申請
専⽤のWEBフォーム
よりご申請ください
※WEBフォームは事業者説明会で
ご案内します。WEBでの申請が困難な
⽅は、郵送での申請も可能です。

Step3

事業概要

�
⽇3/16

⼀次締切

⼀次締切までに申請いただいた場合、
4⽉より利⽤先検索サイトに掲載します。
以降も申請は継続して受け付けます。

運営事務局

プログラム提供を⾏う事業者

事業者登録について

⼦どもたち
（ポイント利⽤者）

①ポイント付与
（8〜10万pt）

➁利⽤
（ポイント利⽤）

③精算
（1pt＝1円）

�どもたちは電�ポイントを使って、各プロ
グラムに��します（現金との併⽤可）
�どもたち・事業者は、パソコンやスマート
フォン等で利⽤⼿�きを⾏います
�どもたちが利⽤したポイントを、1pt=1円
で�⽇事業者にお��いします

登録決定通知

登録が完了しましたら
「登録決定通知」を
メールにてお送りします

ポイントを利⽤することができる費⽤
①学校外教育サービスの受講料・⽉謝
②サービスを利⽤するために必要不可⽋な
 教材・教具等

『������エンパワーメント・プロジェクト』（���エ
ンプロ）は、�どもたちの�びたい想いを�援するためのプ
ロジェクトです。
���、���団��チャンス・フォー・チルドレン、株式
��三井�友フィナンシャルグループの三者協働にて�ども
たちの可�性を�押しするチカラになります。

『鎌倉市放課後エンパワーメント・プロジェクト』とは

運営事務局
チャンス・フォー・チルドレン

ポイント利⽤の仕組み

以下の全てに該当する⽅が対象となります。
（1）申込時点で鎌倉市に居住している⼩学4年⽣〜中学3年⽣であること
（2）保護者・世帯が次のア、イのいずれかに当てはまること
�  ア．【就学援助】鎌倉市より就学援助費を受給している
�  イ．【⽣活保護】鎌倉市が保護を実施している⽣活保護受給世帯である

対象

⾦額
（年間）

利⽤範囲

⼩学⽣：⼀⼈あたり8万円分
中学⽣：⼀⼈あたり10万円分

スポーツ、⽂化・芸術、⾃然体験、学習等の学校外教育サービス

2025年4⽉1⽇（⽕）〜2026年3⽉31⽇（⽕）利⽤期間

公益社団法⼈チャンス・フォー・チルドレン
Email：kamakura@cfc.or.jp
協⼒

https://forms.gle/uVzv7b4hZynTuqk36

事業者登録申請の詳細
事前にご確認いただき、必要書類
をご準備いただけますと幸いです。

https://cfc.or.jp/wp-
content/uploads/2025/02/kamakura_setsumei25.pdf


